
　　大野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第１号）第６条の規定に基づき、

平成２２年度（一部平成２３年４月１日現在のものを含みます。）の大野市人事行政の運営等の状況について

次のとおり公表します。

１１１１　　　　職員職員職員職員のののの任免及任免及任免及任免及びびびび職員数職員数職員数職員数にににに関関関関するするするする状況状況状況状況

（１）職員の採用と退職の状況

　　各年度の職員の採用及び退職状況は次の表のとおりです。 (単位：人)

採用者数 退職者数 採用者数 退職者数 採用者数 退職者数

5 7 5 9 5 8 

0 2 0 0 0 5 

2 4 2 3 2 1 

7 13 7 12 7 14 

（２）部門別職員数の状況

　　各年度４月１日現在の部門別職員数の状況は、次の表のとおりです。 (単位：人)

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
対前年比
増 減 数

248 245 242 △ 3 

 議　　　会 5 5 5 0 

 総　　　務 71 70 72 2 

 税　　　務 16 16 16 0 

 民　　　生 53 51 52 1 

 衛　　　生 24 23 21 △ 2 

 労　　　働 0 0 0 0 

 農林水産 25 25 24 △ 1 

 商　　　工 14 15 15 0 

 土　　　木 40 40 37 △ 3 

130 131 129 △ 2 

 教　　　育 77 79 75 △ 4  給食民間委託、退職者の不補充による減（△４）

 消　　　防 53 52 54 2  欠員補充による増（＋２）

41 39 39 0 

 病　　　院 6 5 5 0 

 水　　　道 7 7 7 0 

 下  水  道 15 14 14 0 

 そ  の  他 13 13 13 0 

419 415 410 △ 5 

　（注）　職員数には教育長が含まれます。

 庁舎等整備体制の充実、組織機構の見直し等増減
（＋２）

 業務の所管替え、業務職員の欠員不補充による減
（△３）

 保健師の配置替え、保育所職員の退職不補充によ
る増減（＋１）

 保健師の配置替えによる減（△２）

 業務の所管替えによる減（△１）

主 な 増 減 理 由

平成平成平成平成２２２２２２２２年度大野市人事行政年度大野市人事行政年度大野市人事行政年度大野市人事行政のののの運営等運営等運営等運営等のののの状況状況状況状況

平成２２年度平成２１年度平成２０年度
職　種

公営企業等会計

合　　計

一  般  職

現  業  職

一般行政

特別行政

消  防  職

計
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２２２２　　　　職員職員職員職員のののの給与給与給与給与のののの状況状況状況状況

（１）人件費の状況（平成２２年度・普通会計決算）

　　平成２２年度の普通会計決算における人件費の状況は、次の表のとおりです。

人 千円 千円 千円 ％ ％

 （注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

（２）職員給与費の状況（普通会計予算）

　平成２３年度の普通会計の当初予算における職員給与費の状況は、次の表のとおりです。

（Ａ）
人 千円 千円 千円 千円 千円

369

  （注）１　職員手当には、退職手当を含んでいません。

  （注）２　職員数、給与費には特別職、教育長は含まれてません。

（３）職員の平均給与額及び平均年齢の状況

　　　平成２３年４月１日現在における職員の平均給料月額及び平均年齢の状況は、次の表のとおりです。

平均給料月額

大 野 市 318,464

（注）一般行政職とは、税務職、医師、消防、保健師、保育士、幼稚園教諭、企業職、現業職を除いた職です。

（４）職員の初任給の状況

　　　平成２３年４月１日現在における職員の初任給の状況は、次の表のとおりです。

大 学 卒

高 校 卒

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

　　　平成２３年４月１日現在における職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況は、次の表のとおりです。

大 学 卒

高 校 卒

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合の採用後の年数をいいます。

（６）一般行政職の級別職員数の状況

　　　平成２３年４月１日現在における行政職給料表適用職員の級別職員数の状況は、次の表のとおりです。

区    分  １級
 標準的な
職務内容

主事・技師

 職  員  数 17 人

 構  成  比  7.1%

 ３級 ２級  ７級 ６級 ５級 ４級

 1人当たり
給与費

(年度末 住民基本台帳)

給　　  与　  　費

( Ｂ/Ａ)

18.9

給　  　料 職 員 手 当 期末･勤勉手当 　計  　 　（Ｂ）

36,503

区    分 人　口

 100.0%

241 人

計

課長

27 人

 11.2 %  4.1%

10 人

部長主査・係長

66 人

 27.4%

課長補佐

35 人

 14.5%

主事・技師 主査

12 人

 5.0%

74 人

 30.7%

388,700 円

351,300 円

198,300 円

　　　－　　　　円

経験年数10～14年

258,000 円

248,600 円

一般行政職 現  業  職

初  任  給 採用２年経過後

177,300 円

148,500 円

161,600 円

消  防  職

区     分 経験年数５～６年 経験年数25～29年

県 国

初  任  給初  任  給
区     分

大  野  市

平均年齢

303,809 352,434 40.0

5,867

379,344 42.1

平均給与月額 平均年齢 平均給料月額

290,159

平均給与月額 平均年齢

307,180

職員数

 476,617

（Ｂ/Ａ）

18.5

実 質 収 支 人  件  費 人件費率

（Ｂ）

3,423,336

140,100 円

48.0

平均給料月額 平均給与月額

178,800 円

140,100 円144,500 円

172,200 円

 1,393,517  263,676  2,165,051507,858

 (参考)

（Ａ）

 18,484,838

歳出決算額 ２１年度
人件費率

一　般
行政職

一　般
行政職

２２年度

区    分

区    分

２３年度

Ⅱ
種

Ⅲ
種
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（７）職員手当の状況

　　　平成２３年４月１日現在における職員手当の状況は、次の表のとおりです。

① 扶養手当

② 住居手当

③ 通勤手当

④ 管理職手当

⑤ 期末・勤勉手当 （平成22年度支給割合）

職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による

加算措置有 加算措置有、管理職加算有

2.60 月

0.70 月

0.65 月

1.35 月

1.25 月

1.35 月

参　考

６月期

１２月期

合　計

区　分
期末手当 勤勉手当 計期末手当 勤勉手当 計

大　野　市 国

2.00 月

3.95 月3.95 月

1.25 月

1.35 月

2.60 月

0.65 月

1.35 月

0.70 月1.95 月

46,300～139,300

支　給　額区　分

1.95 月

2.00 月

 月額 5,000円を加算

（家賃額－23,000円)×1/2＋11,000円

４級～
　１０級

国

21,800円 

24,500円 

（上限額；27,000円）

国大　野　市

大  野  市

　30～35㎞未満　　　

　40～45㎞未満　　　

　45～50㎞未満　　　　

20,900円 

21,800円 

2,000円 

4,100円 

6,500円 

8,900円 

11,300円 

13,700円 

16,100円 

18,500円 

　（月額　11,000円）

 月額 5,000円を加算

家賃額－12,000円家賃額－12,000円

大  野  市 国

 　（職員に配偶者がない場合は、上記のうち1人を）　　　　　

 扶養親族のうち満１６歳に達する年度初めから

 ２２歳に達する年度末までの間の子１人につき

　（月額　11,000円）

国

　　月額　13,000円

　　月額　 6,500円

　　月額　13,000円

　　月額 　6,500円

23,600円 

運賃相当額

2,000円 

4,100円 

6,500円 

8,900円 

22,700円 

11,300円 

13,700円 

23,600円 

支　給　額区　分

部 長

課 長 34,600円、43,300円、50,000円、51,900円

66,400 円

区　　分

 配偶者　　　　　　　　　　　　　　 

 配偶者以外の扶養親族　　　

（上限額；27,000円）

大  野  市

（家賃額－23,000円)×1/2＋11,000円

借
家
・
借
間

区　　分

月額23,000円を超える家賃

月額23,000円以下の家賃

運賃相当額

24,500円 

　35～40㎞未満　　　

16,100円 

18,500円 

20,900円 

最高支給限度額　55,000円

22,700円 

　10～15㎞未満　　　　

　15～20㎞未満　　　　

交通機関等利用者

自動車等の使用者

区　　分

　55～60㎞未満　　

　60㎞以上　　 　

  20～25㎞未満　　　　

  25～30㎞未満　　　

   2～ 5㎞未満　　　　　

   5～10㎞未満　　　　　

　50～55㎞未満　　
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⑥ 退職手当

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

(2％～20％加算) (2％～20％加算)

⑦ 特殊勤務手当

　　　特殊勤務手当は、著しく危険・不快・不健康または困難な勤務、その他著しい特殊な勤務に支給する手当です。

　　　平成２２年度の特殊勤務手当の状況は、次の表のとおりです。

　※本表は、医師勤務手当は含まれていません。

⑧ 時間外勤務手当

　　　平成２１年度及び平成２２年度の時間外勤務手当の状況は、次の表のとおりです。

　　 支 給 総 額

　　 職員一人当たり支給年額

　　 支 給 総 額

　　 職員一人当たり支給年額

（８）特別職の給料、報酬等の状況

　　　平成２３年４月１日現在における特別職の給料、報酬等の状況は、次の表のとおりです。

 　　６月期　　　１.４０月分

　 １２月期　　　１.５５月分

　　　 計　 　　　２.９５月分

 　　６月期　　　１.４０月分

　 １２月期　　　１.５５月分

　　　 計　 　　　２.９５月分

 　 支給額の多い手当

　代表的な

国大  野  市

 33.5 %

26,881 円

区　分

勤続２０年

勤続２５年

勤続３５年

勧奨・定年 自己都合

最高限度額

自己都合

23.50 月

33.50 月

47.50 月

41.34 月

59.28 月

59.28 月

勧奨・定年

59.28 月 59.28 月

30.55 月

41.34 月

59.28 月

59.28 月

33.50 月

47.50 月

23.50 月30.55 月

 区　　分

　　職員全体に占める手当支給職員の割合

　　支給対象職員一人当たりの平均支給年額

その他加算

　　手当の種類(手当数)

　 多くの職員に支給

　 されている手当

　　 ３５７，０００　円

 給料報酬（月額） 期 末 手 当

　　 ４４８，０００　円

　　 ３７７，０００　円

　　 ８４３，０００　円
　　 ７１０，０００　円

　手当の名称

２１年度

２２年度

102,940 千円

279 千円

115,329 千円

救急業務手当

 12

 全　職　種

　　①市税等徴収業務手当
　　②用地交渉業務手当
　　③清掃業務手当

副　 議　 長

議　　　　　員

315 千円

区      分

市　　　　　長
副 　市　 長

議　　　　　長
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３３３３　　　　職員職員職員職員のののの勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間そのそのそのその他他他他のののの勤務条件勤務条件勤務条件勤務条件のののの状況状況状況状況

（１）勤務時間の状況

　 　平成２３年度の職員の勤務時間は原則として次の表のとおりです。

　午前８時３０分から午後０時００分まで

　午後１時００分から午後５時３０分まで

休憩時間 　午後０時００分から午後１時００分まで

　※公務運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員は、上記以外の勤務時間の

　　割振りによります。

（２）休暇制度の状況

　　　職員の休暇の種類は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇の４種類です。
平成２３年４月１日現在

　１　年次有給休暇 １年につき最高２０日付与

(1) 公務上負傷または疾病 必要と認められる期間

　２　病気休暇 (2) 結核性疾患 １年以内

(3) その他私疾病 ９０日以内

(1) 公民権の行使のための休暇 必要と認められる期間

(2) 証人等出頭のための休暇 必要と認められる期間

(3) 感染症予防休暇 必要と認められる期間

(4) 産前休暇 出産予定日までの６週間以内

(5) 産後休暇 出産の翌日から８週間

(6) １歳未満の子の育児時間 １日２回、１回３０分以内

(7) 骨髄提供のための休暇 必要と認められる期間

(8) 結婚休暇 連続する５日以内

(9) 妻の出産に伴う休暇 入院から出産後２週間までの間に２日以内

(10) 妻の出産に伴う男性職員の育児参加 産前産後の期間中５日以内

(11) 小学校就学前の子の看護休暇 １年において５日以内（子どもが２人以上の場合、１０日以内）

(12) 短期介護休暇 １年において５日以内（要介護者が２人以上の場合、１０日以内）

(13) 忌引 続柄に応じて１日から７日

(14) 父母追悼のための休暇 父母の死亡１５年以内において年各１日

(15) 夏季休暇 連続する５日以内

(16) 災害復旧のための休暇 連続する７日以内で必要と認められる期間

(17) 災害事故に伴う休暇 必要と認められる期間

(18) 大学通信教育面接のための休暇 必要と認められる期間

(19) ボランティア休暇 １年において５日以内

必要と認められる期間

（21） 永年勤続休暇 永年勤続表彰を受けた年度において連続する５日以内

２週間以上にわたり介護を必要とする場合、連続する

６ヶ月以内の期間において必要と認められる期間

(20) 妊娠及び出産後の女性の健康診査
  　のための休暇

勤務時間

　４　介護休暇

　３　特別休暇
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４４４４　　　　職員職員職員職員のののの分限及分限及分限及分限及びびびび懲戒処分懲戒処分懲戒処分懲戒処分のののの状況状況状況状況

（１）分限処分の状況

　　分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の観点から、職員がその職責を十分に果たす

　ことができない場合に行う処分のことです。

　　平成２２年度の分限処分の状況は、次の表のとおりです。

人数

 勤務実績が良くない場合 地公法第28条第１項第１号 0 

 心身の故障の場合 地公法第28条第１項第２号、第２項第１号 1 

 職に必要な適格性を欠く場合 地公法第28条第１項第３号 0 

 刑事事件に関し起訴された場合 地公法第28条第２項第２号 0 

 条例で定める事由による場合 地公法第27条第２項 0 

（２）懲戒処分の状況

　　懲戒処分とは、職務上の義務違反など公務員としてふさわしくない非行がある場合に行う処分のことです。

　　平成２２年度における懲戒処分者はいませんでした。

５５５５　　　　職員職員職員職員のののの服務服務服務服務のののの状況状況状況状況

　　職員の服務については、その根本基準として、「全て職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、

　且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とされています。（地公法第30条）

　　さらに、具体的に、「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（法第32条）」、「信用失墜行為の禁止（法第33条）」、

　「職務上知りえた秘密を守る義務（法第34条）」、「職務に専念する義務（法第35条）」、「政治的行為の制限（法第36条）」、

　「争議行為等の禁止（法第37条）」、「営利企業等の従事制限（法第38条）」などの義務・禁止及び制限事項が定められ

　ています。

　　平成２２年度の職務専念義務免除及び営利企業等従事許可の状況においては、次の表のとおりです。

件数 人数

 職務専念義務免除 12 38 

 営利企業等従事許可申請 6 82 

６６６６　　　　職員職員職員職員のののの研修及研修及研修及研修及びびびび勤務成績勤務成績勤務成績勤務成績のののの評定評定評定評定のののの状況状況状況状況

（１）研修の状況

　　平成２２年度の職員の研修の状況は、次の表のとおりです。

回　数 参加者数

　主　催　研　修 31 237 

　階　層　別　研　修 3 63 

　派 遣 研 修 　自 治 研 修 所 38 117 

　自 治 大 学 校 1 1 

　市町村アカデミー・国際文化アカデミー 6 6 

　スキルアップ研修 14 14 

処　分　事　由

区　　分
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（２）勤務成績の評定の状況

　　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４０条第１項の規定に基づき、職員の勤務の業績や職務に関連する

　能力、態度等を公平かつ統一的に把握し、人事管理並びに職員の能力開発、育成及び活用を図ることを目的と

　して、平成１８年度より勤務評定を実施しています。

　毎月　４月１日～３月３１日の１年間

　① 業績 、 ② 態度 、 ③ 能力 、 ④ 健康 　（※ 健康は、消防のみ）

　Ｓ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ の５段階評価

　勤勉手当の成績率及び昇給に反映

７７７７　　　　職員職員職員職員のののの福祉及福祉及福祉及福祉及びびびび利益利益利益利益のののの保護保護保護保護のののの状況状況状況状況

（１）職員の福祉の状況

　　地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生事業に関する事項について計画を樹立し、これを実施し

　なければならないとされています。（地公法第４２条）

　　大野市においては、職員による互助組織として「大野市職員共済会」を組織し、職員の健康管理のための人間

　ドック助成をはじめ、都市職員体育大会、厚生事業に助成しております。

　　平成２２年度の福利厚生の状況は、次の表のとおりです。

会員数 ４２４ 名

１　都市職員体育大会参加 １４１ 名 参加

２　厚生事業　　　５コース １２１ 名 参加

３　越前おおのおどり参加 １２９ 名 参加

４　人間ドック受診 ２０８ 名 受診

５　定期健康診断 １７２ 名 受診

（２）公務災害補償制度の状況

　　職員の公務上の災害に対する補償は、地方公務員災害補償基金福井県支部に加入し、実施しています。

　　平成２２年度においては、公務上のケガによる災害が６件認定され、通勤途中のケガによる災害はありません

　でした。

（３）勤務条件に関する措置に関する要求等の状況

　　職員は、給与、勤務時間その他勤務条件について、公平委員会に地方公共団体の当局により適切な措置が

　とられるべきことを要求することができます。（地公法第４６条）

　　また、任命権者が職員に対して行った不利益な処分について、公平委員会に対して不服申し立てができるよ

　うになっています。（地公法第４９条、４９条の２）

　　平成２２年度においては、「勤務条件に関する措置の要求」及び「不利益処分に関する不服申立て」の該当は

　ありませんでした。

評　定　区　分

評定結果の反映

主な事業

評　定　期　間

評　定　項　目
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